
乳及び乳製品とそれらの器具・容器包装規格基準の関係  

告示ユ70号の器具及び容器  
包装規格基準が適用される  

告示370号の欝具及び容器  
包装規格基準が適用される  

乳等省令の器具及び容器包装  
規格基準が告示370号に上乗せ  

適用される   

乳等省令の器具及び容器包装  
規格基準が告示3TO号に上乗せ  

適用される  



乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて  
（乳等省令及び告示370号の改正）  

趣旨  

・乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準について、「食品、添加   
物等の規格基準（告示370号）」と「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令   

（乳等省令）」の統合化、整合化を図る。  

・乳及び乳製品に使用される器具又は容器包装については、類似の製品であっ   
ても、異なる2つの規格基準の適用を受けていること、また、これらの2つの規格   
基準の間に、一致又は類似する部分と整合性がとれない部分とが生じているこ   
とから、わかりにくいという欠点が指摘されていた。  

・厚生労働科学研究費補助金分担研究報告書「乳等用器具・容器包装の規格基   
準に関する研究（分担研究者森田邦雄、主任研究者河村葉子）」（平成19年4   
月）において、乳等省令と告示370号の見直し案が提案された。  
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乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて  
（乳等省令及び告示370号の改正）  

改正案の内容  

・乳筆省令！；碍憂されてし）る乳製品（クリーム、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料）  
の器具又は容器包  
示370号の器具又l  
て整備する。  

鯨抱鮎皆溜蓋篇嘉雛聖艶腐範苫  

乳等省令に規定が残る乳及び調製粉乳の器具又は容器包装の規格基準につ  
きる合成樹脂の範囲の  

審議の予定  

・食品衛生分科会乳内水産食品部会での改正案の審議  

・食品衛生分科会器具・容器包装部会での改正案の審議  

・食昂安全委員会への改正案の諮問  

T一月Eここ道三・ゝ’rこ房‾   



乳及び乳製品に使用する器具又は容器包装の規格基準の見直しについて  

（乳等省令及び告示370号の改正）   




